
1 

目   次 

訓 令 

○ 入札参加者審査会規程の一部を改正する訓令（契約管理課）……………………………………………… １ 

訓 令
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本     庁 

地 方 機 関 

入札参加者審査会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和４年５月１日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

入札参加者審査会規程の一部を改正する訓令 

第１条 入札参加者審査会規程（昭和41年兵庫県訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。 

別表第３病院部会の款姫路循環器病センター分科会の項を次のように改める。 

はりま姫路総合医療センター分科会 県立はりま姫路総合医療センター 

  附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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